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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、新野 潔副市長から、本日の会議を欠

席させてほしい旨の届け出があり、許可いたし

ましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位１番、議席番号４番、今泉

春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 おはようございます。日

本共産党の今泉春江でございます。 

 消費税増税法が成立したことについて、市長

の見解と今後の市の対応、また東芝ライテック

撤退についての市の対策、さらに安定した雇用

の創出と市の活性化対策について、そして市庁

舎の暑さ対策の４点について質問いたします。 

 まず、消費税増税について伺います。 

 共産党は、消費税10％への大増税は国民への

選挙公約を破るものであり、民主主義の根底を

壊すものだという点で、また庶民の暮らしと景

気を破壊し、この結果、税収が減り、財政危機

も一層ひどくするという点から廃案を強く求め、

さらに消費税に頼らない社会保障の充実と財政

再建の道があることを示して運動してきました。 

 また、長井市議会も圧倒的多数で消費税増税

反対の請願を採択し、国に意見書を提出してき

ました。 

 こうした中で行われた国会審議で、民主党が

掲げた「消費税は社会保障のためであり、全て

社会保障のために使う」という増税理由は、そ

うではなく、社会保障をどんどん切り下げ、し

かも消費税をつぎ込んで浮く財源を無駄な公共

事業や大企業減税に使うことが明らかになり、

増税には全く根拠がないことが明らかになりま

した。 

 この中で国民世論も、巨大マスコミがこぞっ

て異常な増税キャンペーンを行ったにもかかわ

らず、過半数が増税に反対しました。さらに６

割から７割の国民が、今次国会での採決に反対

しました。 

 この声に逆らい採決を強行、増税法案を成立

させた民主、自民、公明３党の責任は厳しく問

われなければならないと思います。 

 私たちは、消費税増税を絶対に許してはなら

ないと、街頭や地域で宣伝と署名活動などを展

開、採決直前には野田首相と衆参両院議長に採

決せず廃案にするよう求める要請書を送り、最

後まで頑張ってきました。確かに法案は成立し

ました。しかし、市民も世論も増税を認めるど

ころか、一層怒りを強めているのが実態です。 

 増税の実施は2014年４月からです。その間、




